


ぞれ更正する。

4 訴訟費用は、第 1、 2審 を通 じてこれを 12分 し、その 11を控訴人の負担

とし、その余を被控訴人の負担 とする。

事  実 及  び 理  由

第 1 控訴の趣 旨

1 原判決中次項の請求を棄却 した部分を取 り消す。

2 被控訴人は、別紙 「請求相手方別請求金額一覧表(2)」 の 「相手方」欄記載の

各相手方に対 し、同表の「請求金額」欄記載の金員及びこれに対する平成 31年

4月 1日 から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払 うよう請求せ よ。

3 訴訟費用は、第 1、 2審 とも被控訴人の負担 とする。

第 2 事案の概要

1 本件 (原審)は、奈良県 (以 下、単に 「県」とい うことがある。)の住民であ

る選定者 らが、奈良県議会の議員である原判決別紙 「請求相手方別請求金額一

覧表」の 「相手方」欄記載の各相手方 (以 下、番号 1な い し番号 11の各相手

方は 「相手方松本」などといい、番号 12の相手方 5名 を併せて 「相手方山村

ら」 1と いい、番号 1な い し番号 12の各相手方を総称 して 「相手方議員 ら」 と

い う。)が奈良県か ら交付を受けた平成 30年度の政務活動費 (相手方山村 らに

ついては平成 28年度ない し平成 30年度の政務活動費)について、奈良県政

務活動費の交付に関する条例 (平成 13年奈良県条例第 42号。以下 「本件条

例」とい う。)に定める使途基準に適合 しない支出があ り、相手方議員 らは当該

支出に係 る金員を法律上の原因なく利得 しているにもかかわ らず、県の執行機

関である被控訴人が県の相手方議員 らに対す る不当利得返還請求権の行使を怠

つているなどと主張 して、被控訴人に対 し、地方 自治法 242条 の 2第 1項 4

号本文に基づき、相手方議員 らに対 して上記不当利得金 (原判決別紙 「請求相

手方別請求金額一覧表」の 「請求金額」欄記載の金員 (た だ し、前記主文第 3

項(2)の とお り更正 した後の金員))及びこれに対する平成 30年度終了の 日の
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翌 日である平成 31年 4月 1日 か ら支払済みまで平成 29年法律第 44号によ

る改正前の民法 (以 下「改正前民法」とい う。)所定の年 5分の割合による民法

704条 前段所定の利息の支払を請求することを求める住民訴訟である。

原審は、選定者 らの請求を全部棄却 した ところ、選定者 らが、相手方松本、

相手方井岡、相手方藤野、相手方岩 田、相手方粒谷、相手方小泉及び相手方山

村 らに関する限度で不服を申し立てて控訴を提起 した。なお、選定者 らは、原

審においてはそれぞれが原告 となっていたが、当審において、選定当事者 とし

て控訴人を選定 した。

2 関係法令等の定め、前提事実並びに争点及びこれに関する当事者の主張は、

後記 3の とお り当審における当事者の補充主張を付加するほかは、原判決 「事

実及び理由」欄の「第 2 事案の概要」の 2か ら4ま で (た だ し、不服 申立ての

対象 とされていない相手方森 山、相手方 田尻、相手方奥山及び相手方和 田のみ

に関す る部分は除 く。)に記載のとお りであるか ら、これを引用する。ただ し、

原判決を次のとお り補正する。

(1)文 中に 「原告 らの主張」 とあるを 「控訴人の主張」 と読み替える。

(2),原判決 3頁 9行 日の 「本件条例」の次に 「(抜粋 )」 を加 え、 5頁 13行 日

か ら14行 日にかけての 「政務活動費の運用方針 として本件手引を作成 し、

平成 29年 4月 に改訂 しているところ、」を 「政務活動費の運用方針 として、

従前の「奈良県政務調査費の手引 (運用方針 )」 を改訂 した本件手引を作成 し、

平成 29年 4月 に更に改訂 しているところ、」 と改める。

(3)原判決 6頁 4行 日の末尾を改行 して次を加える。

「 なお、「不動産の賃貸を業 とする法人」とは、当該法人の登記の 目的欄に

不動産の賃貸 と記載 され会計処理が適切に行われていることが必要であ

る。」

(4)原判決 6頁 8行 日の「充当する」の次に「(時間で按分する場合の按分割合

(%)=政 務活動の使用時間/政務活動の使用時間+政務活動以外の使用時
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間、面積で按分する場合の按分割合 (%)=政 務活動の使用面積/政務活動

の使用面積 十政務活動以外の使用面積 )」 を加 え、9行 日の末尾を改行 して次

を加える。

「に)駐車場使用料は、来客専用又は来客兼用の場合に限 り認める。

事務所費の賃料、光熱水費、維持管理費を充当している場合は、同率

で按分するものとする。」

(5)原判決 6頁 14行 日から 15行 日にかけての「社会保険関係書類 と」を「社

会保険関係書類を」 と改める。

3 当審における当事者の補充主張

(1)相手方松本について

(控訴人の主張 )

ア 相手方松本の政務活動事務所が入居 している建物には、相手方松本の政

務活動事務所のほかに、相手方松本の後援会事務所及び相手方松本の配偶

者が代表者を務める松本運送の事務所が入居 しているところ、松本運送の

職員 (従業員)は 17名 で、 うち女性は 1名 であ り、相手方松本が政務活

1動 の補助業務のために雇用 した女子職員が松本運送の業務に従事 してい

ないとすると、上記建物には松本運送の女子職員 と相手方松本の政務活動

事務所の女子職員の 2名 が配置 されていることになるが、このような配置

は中小企業の経営では考えられない人員配置である。そ うすると、相手方

松本の政務活動事務所の女子職員は、松本運送の女子職員 と同一人物であ

ると推認 され、松本運送の業務にも従事 しているか ら、相手方松本の政務

活動事務所の女子職員の人件費 として、政務活動費か ら当該職員の給与の

4分の 1を超えて支出するのは違法である。

イ 仮に、上記建物に松本運送の女子職員 と相手方松本の政務活動事務所の

女子職員の 2名 が配置 されているとしても、相手方松本の政務活動事務所

の電気代は、松本運送からの請求により松本運送に支払われているところ、
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その際の松本運送作成名義の請求書及び領収証 (甲 1の 19021)の 宛

先欄の 「松本宗弘事務所」の筆跡は、相手方松本の政務活動事務所の女子

職員が相手方松本の政務活動事務所か ら給与の支払 を受けた際に作成 し

た領収証 (甲 1の 20・ 22)の 宛先欄の 「松本宗弘事務所」の筆跡 と同

一であるか ら、相手方松本の政務活動事務所の女性職員は、松本運送の業

務にも従事 していた といえる。なお、松本運送は、株式会社である以上、

商法関係規則及び企業会計原則に基づいて会計処理 をす る必要があるか

ら、請求書や領収証の発行は会社 として必要な行為であ り、専 ら相手方松

本の政務活動事務所のために必要なものとはいえない。

(被控訴人の主張 )

ア 本目手方松本が政務活動の補助業務のために雇用 した職員である田中育代

(以 下「田中」とい う。)は女性であるが、松本運送の女性職員は西上香で

あ り、同一人物ではない。

イ 上記の松本運送作成名義の請求書及び領収証の手書部分を記入 したのは

田中であるが、以下に述べるとお り、田中が松本運送の業務に従事 してい

たとい う事実はない。

上記の松本運送作成名義の請求書及び領収証は、いずれ も相手方松本の

平成 30年度政務活動費収支報告書に添付 されているものであ り、政務活

動事務所の電気代に政務活動費を充てたことの資料である。政務活動事務

所が置かれている建物の電気代については、電力会社への支払は松本運送

が行 うが、建物の使用面積で按分 し、政務活動事務所が電気代の 4分の 1

を松本運送に支払っていた。松本運送 としては、電力会社が発行する明細

により電気代の総額は明 らかであ り、その 4分の 1について政務活動事務

所から支払われていることは帳簿上で管理すれば足 り、必ず しも政務活動

事務所への請求書及び領収証を作成する必要はなかった。

すなわち、松本運送の立場 とすれば、松本運送による電気代の支払につ
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いては電力会社が発行する明細により裏付けることができ、相手方松本の

政務活動事務所への請求については、上記明細か ら算定 した金額を回頭で

請求 し、その支払を受けられるのであれば、その支払の事実を帳簿に記載

するだけで足 りた。一方、相手方松本の政務活動事務所 としては、政務活

動費収支報告書に電気代の金額及び支払の事実を証す る資料 を添付 しな

ければならなかったので、松本運送作成名義の請求書及び領収証が必要で

あった。そのため、当初、田中は、松本運送側に依頼 し、電気代の請求書

及び領収証を作成 してもらっていた。電気代について平成 30年 12月 2

5日 作成分まで、このような方法で請求書 と領収証が作成 されていたので、

請求書及び領収証は手書部分を含めて松本運送の職員が記入 していた。 し

か し、前記のとお り、松本運送作成名義の請求書及び領収証は、松本運送

にとっては必要でなく、専 ら政務活動費収支報告書の添付資料 として必要

となるものであったことか ら、田中は、松本運送側に依頼することを遠慮

し、電気代について平成 31年 1月 28日 作成分から、あらか じめ請求書

及び領収証の用紙 (松本運送の記名印 0社印を押捺 したもの)を預か り、

これを用いて、田中において宛先、 日付、金額及び但書の各手書部分を記

入するようになった。

以上のような経緯で、平成 31年 1月 28日 作成分以降の電気代の請求

書及び領収証の手書部分には、田中が記入 した部分があるが、これは政務

活動費収支報告書に資料 として添付する必要か ら行ったものであ り、松本

運送の業務を行ったものではない。

したがって、田中が松本運送の業務に従事 した事実はない。

ウ なお、相手方松本が政務活動の補助業務のために雇用 した職員の国民年

金保険料は、当該職員が自分で納付 してお り、松本運送が当該職員に支給

する給与か ら控除 して納付 しているものではない。

(2)本目手方井岡について
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(控訴人の主張 )

相手方井岡の政務活動事務所は、建物の 2階部分 38.525ポ と3階部

分 20.327ポ か らなるが、建物の外観は 2階建てであ り、 3階 といわれ

ている部分は屋根裏の三角形の空間で、 しかも、 2階か ら3階への階段は、

階段幅が 1階か ら2階への階段の半分で (1階か ら2階への階段の階段幅は

130mm。 )、 勾配 も 1階か ら2階への階段 より急になってお り、その用途

は物置などに制約 され、一般的な事務所スペースとは異なる。

そ うすると、 3階部分に 1、 2階部分 と同等の価値があるとはいえず、最

大にみても 2分の 1の 限度で評価するのが相当である。そ うすると、相手方

井岡の政務活動事務所のポ当た り賃料は 2054円 とな り、 1階部分の相手

方井岡の後援会事務所のポ当た り賃料 1554円 と大きな差があ り、その差

異には合理的な根拠が見いだせないか ら、相手方井岡の政務活動事務所の賃

料を恣意的に高くして政務活動費を充てようとしたものといえる。

(被控訴人の主張)

上記建物は 3階建ての建物 として登記 されてお り、当該 3階部分は屋根裏

部屋ではない。

(3)本目手方藤野について

(控訴人の主張 )

ア 相手方藤野が発行 した広報紙には、政務活動に関する記事 と政務活動以

外に関する記事が混然一体 とした内容になってお り、政党活動 と政務活動

を区別できず、相手方藤野は、民進党の奈良県代表 として、民進党の政党

活動の記事及び相手方藤野の政務活動の記事 を含んだ上記広報紙 を自ら

の名で発行 し、 自らの政務活動事務所を連絡先 として記載 している以上、

上記広報紙は、政務活動以外に関する記事 も含めてその全部が、相手方藤

野の政務活動事務所から発行 されたとみるのが自然である。

また、印刷 された上記広報紙は相手方藤野の政務活動事務所に納品され
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ているから、届けられた上記広報紙は、相手方藤野の政務活動事務所にお

いて、政務活動向け、後援会活動向けに整理分類 され配布 された と推認で

き、相手方藤野の政務活動事務所で発送の管理・作業を行っていることが

明らかである。

イ 上記広報紙には、相手方藤野の政務活動事務所の所在地、電話番号及び

FAX番 号が記載 されているから、上記広報紙を読んだ者が民進党に関す

る記事について意見や問合せをするなら、相手方藤野の政務活動事務所で

あろ う。そのよ うな意見の聴取や問合せへの応答は、政務活動ではなく、

政党活動の一環である。

ウ 相手方藤野は、相手方藤野の政務活動事務所を平成 31年度選挙の選挙

事務所 として使用 してお り、相手方藤野の政務活動事務所は政務活動、政

治活動、政党活動の拠点 としての外形を有 しているから、政務活動専用事

務所 とする合理的な根拠に欠ける。

工 したがって、相手方藤野の政務活動事務所は、政務活動以外の活動に使

用 される併用型事務所であるか ら、その事務所費の 2分の 1を超える額に

政務活動費を充当するのは違法である。

(被控訴人の主張 )

ア 控訴人は、相手方藤野が発行 した広報紙に相手方藤野の政務活動事務所

が紹介 されていることをもって、上記広報紙の発行元が専 ら相手方藤野の

政務活動事務所になるとか、読者が民進党に関する記事について問い合わ

せ る場合は相手方藤野の政務活動事務所に連絡するとか主張するが、同 じ

広報紙には 「民進」、「Minshin Press」 、「民進党 民進党プ

レス編集部」とも記載 され、その住所、電話番号、メールア ドレスなども

記載 されているのであるから、控訴人の上記主張は当たらない。

印刷 された上記広報紙は相手方藤野の政務活動事務所に届けられるが、

発送作業 自体は 目的に応 じて政務活動 と政党活動のそれぞれの事務所で
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区別 して行い、相手方藤野の政務活動事務所を政党活動に使用 した り、相

手方藤野の政務活動事務所の職員が政党活動に従事 した事実はない。

イ 仮に読者から民進党に関する記事について問合せがあったとしても、そ

のことをもって、本目手方藤野の政務活動事務所において政務活動以外の活

動が行われたと推認することもできない。

ウ 相手方藤野は、相手方藤野の政務活動事務所を自身の奈良県議会議員選

挙のために使用 したことはあるが、その場合には政務活動費を使用実態に

応 じて按分充当してお り、政務活動費の違法支出はない。

(4)相手方岩 田について

(控訴人の主張 )

ア 本件手引では 「自己所有物及び配偶者又は 3親等以内の親族、又は同一

生計者の所有物件の賃料ない し使用料、分担金の支出への充当は認めない。

また、議員 。もしくは同一生計者が代表 0役員等をつ とめる法人の所有物

件への充当は認めない。」と規定されているところ、相手方岩 田の政務活動

事務所は 「同一生計者が代表 0役員等をつ とめる法人の所有物件」に該当

する。そ うすると、被控訴人において、相手方岩 田が政務活動費を相手方

岩 田の政務活動事務所の事務所費に充当したのを適法 としたのは、上記規

定に続けて設けられた 「ただ し、当該法人が不動産の賃貸を業 としている

法人に該当するものについてはこの限 りでない。」 とのただ し書を根拠 と

するものと解 される。

しか しながら、本件手引はあくまでマニュアルであって法令ではないか

ら、上記ただし書を根拠 とするためには上記ただ し書が適法であることが

必要であるが、政務活動費に関する法令 として地方 自治法 100条 14項

には 「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員

の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部 として、その議会

における会派又は議員に対 し、政務活動費を交付することができる。」と定
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められ、同条 15項には 「前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員

は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係 る収入及び支出の報

告書を議長に提出するものとする。」と定められているところ、「当該法人

が不動産の賃貸を業 としている法人に該当する」からといって、「同一生計

者が代表・役員等を務める法人の所有物件」に経費 として賃料が発生する

ことになるものではないか ら、上記ただ し書は関係法令に反する。

イ 相手方岩 田の政務活動事務所の賃貸人である真規は、相手方岩 田と生計

を一にす る配偶者及びその子女が 100%の 株式を有す る会社であるか

ら、相手方岩田の政務活動事務所に経費 として賃料が発生すること自体考

えにくい。また、真規は、売上高は平均 して 2億円を維持 しているが、利

益面では平成 29年度に 「17.3百 万円」を出しているものの、その後

の平成 30年度、平成 31年 (令和元年)度は利益の数字がないような状

況が続いているのであるか ら、相手方岩 田の政務活動事務所の賃料が相手

方岩田の生計 (利 益)に直接結びつ く関係にあるといえる。

なお、大阪市会の 「政務活動費の手引き」でも、議員 と生計を同一にす

る者が代表・役員等を務める法人の収入が全て議員 と生計を同一にする親

族への収入 となるような場合には、事務所賃料への政務活動費の充当を認

めていない。

(被控訴人の主張 )

奈良県の政務活動費の支出の適否は、本件条例、本件規程及び本件手引等

奈良県が定める関係法令によって判断すべきであ り、相手方岩 田による政務

活動費の支出はこれ らの関係法令に照 らして適法である。

(5)相手方粒谷について

(控訴人の主張 )

ア 政務活動事務所 と後援会事務所を別に設けることの不合理性に加え、相

手方粒谷の政務活動事務所が平成 31年度の奈良県議会議員選挙におい
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て選挙事務所 として使用 されていたことゃ、後援会事務所 とされている自

宅には、後援会事務所 としての使用実態を うかがわせる外形がないことを

踏まえれば、相手方粒谷は、相手方粒谷の政務活動事務所において政務活

動以外の活動も行っていたとい うのが実態である。

したがって、相手方粒谷の政務活動事務所の賃料についての政務活動費

からの支出の うち 2分の 1は違法支出である。

イ 本目手方粒谷は、携帯電話料を後援会 との 2分の 1ずつ按分 している。携

帯電話の使用場所はいろいろあ り、政務活動事務所でも携帯電話が使用 さ

れているところ、携帯電話は、居場所を問わずにかかってくるものである

か ら、相手方粒谷が相手方粒谷の政務活動事務所にいる際にも、一定の確

率で政務活動以外の電話 もかかってくるとみるべきである。また、携帯電

話の利便性を考えれば、相手方粒谷 も居場所に関係なく必要に応 じて携帯

電話をかけてお り、相手方粒谷の政務活動事務所にいるからといって政務

活動以外の電話はかけない とい うことは考えにくい。かかってくる電話又

はかける電話を利用 して政務活動以外 (私的用件を含む。)の活動に関する

ことについて、政務活動事務所において通話先 と話 し、相談 し、指示 した

りすることは、まぎれ もなく政務活動以外の活動の一つである。面談 して

行 うことと違いはない。そ うすると、相手方粒谷の政務活動事務所は政務

活動以外の活動にも利用 されているといえるか ら、相手方粒谷の政務活動

事務所の賃料についての政務活動費か らの支出の うち 2分の 1は違法支

出である。

(被控訴人の主張 )

ア 控訴人は、様々な推測をもとにして相手方粒谷の政務活動事務所におい

て政務活動以外の活動があったと主張するが、いずれ も抽象的な憶測の域

を出ないものであ り、政務活動費の違法支出を裏付けるものではない。

相手方粒谷は、相手方粒谷の政務活動事務所を自身の奈良県議会議員選
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挙のために使用 したことはあるが、その場合には政務活動費を事務所費に

充当しなかったものであ り、政務活動費の違法支出はない。

イ 控訴人は、相手方粒谷が携帯電話料金に 2分の 1の按分割合で政務活動

費を充当していることをもって、相手方粒谷の政務活動事務所が政務活動

以外の活動に使用 されていたと主張するが、両者には何 らの関連性 もなく、

控訴人の上記主張は当たらない。

(6)相手方小泉について

(控訴人の主張 )

ア 相手方小泉が発行 している広報紙は長 3封筒に封入 されて発送 されてい

るところ、①上記長 3封筒には、差出人 「奈良県議会議員 小泉米造事務

所」の住所 として相手方小泉の政務活動事務所の住所のみが記載 され、相

手方小泉の後援会事務所の住所は記載 されていないこと、②上記広報紙は

1万部作成 されているところ、同時に、差出人 「奈良県議会議員 小泉米

造事務所」の住所 として相手方小泉の政務活動事務所の住所のみが記載 さ

れた上記長 3封筒 も 1万枚が作成 されていることからすると、上記広報紙

|ま 、政務活動向けのものだけでなく、後援会活動向けのものも相手方小泉

の政務活動事務所で発送 されたものと解 される。

そ うすると、相手方小泉の政務活動事務所は政務活動以外の活動にも利

用 されているとい うべきである。

イ 本目手方小泉は、携帯電話料を後援会 との 2分の 1ずつ按分 している。携

帯電話の使用場所はいろいろあ り、政務活動事務所でも携帯電話が使用 さ

れているところ、携帯電話は、居場所を問わずにかかってくるものである

から、相手方小泉が相手方小泉の政務活動事務所にいる際にも、一定の確

率で政務活動以外の電話 もかかってくるとみるべきである。また、携帯電

話の利便性を考えれば、相手方小泉も居場所に関係なく必要に応 じて携帯

電話をかけてお り、相手方小泉の政務活動事務所にいるか らといって政務
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活動以外の電話はかけないとい うことは考えにくい。かかってくる電話又

はかける電話を利用 して政務活動以外 (私的用件を含む。)の活動に関する

ことについて、政務活動事務所において通話先 と話 し、相談 し、指示 した

りすることは、まぎれ もなく政務活動以外の活動の一つである。面談 して

行 うことと違いはない。

そ うすると、相手方小泉の政務活動事務所は政務活動以外の活動にも利

用 されているとい うべきである。

ウ 本目手方小泉は、購入費用を政務活動費 と後援会で 2分の 1ずつ按分 して

ゼンリンの住宅地図を購入 しているところ、政務活動以外での利用 も予定

しているか ら後援会 と費用を按分 しているのである。そ して、上記住宅地

図の保管場所は相手方小泉の政務活動事務所であるか ら、上記住宅地図が、

相手方小泉の政務活動事務所において、政務活動以外の活動にも利用 され

ているはずである。

そ うすると、相手方小泉の政務活動事務所は政務活動以外の活動にも利

用 されているとい うべきである。

工 1相手方小泉は、購入費用を政務活動費 と後援会で 2分の 1ずつ按分 して

日本郵便の 「森の贈 り物」の切手セ ッ トを購入 しているが、このことは、

相手方小泉の政務活動事務所において、この切手を使用 して、政務活動向

けのものだけでなく、後援会活動向けのものの送付作業も行われていたこ

との証左である。

そ うすると、相手方小泉の政務活動事務所は政務活動以外の活動にも利

用 されているとい うべきである。

オ 政務活動事務所 と後援会事務所を別に設けることの不合理性に加 え、相

手方小泉の政務活動事務所が、平成 31年度の奈良県議会議員選挙におい

て選挙事務所 として使用されていたことや、後援会事務所 とされている自

宅には、後援会事務所 としての使用実態を うかがわせる外形がないことを
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踏まえれば、相手方小泉は、相手方小泉の政務活動事務所において政務活

動以外の活動も行っていたとい うのが実態である。

力 以上によれば、相手方小泉の政務活動事務所は、政務活動専用事務所で

はなく、政務活動以外の活動にも使用 され る併用型事務所であるか ら、相

手方小泉の政務活動事務所の賃料についての政務活動費か らの支出の う

ち 2分の 1は違法支出である。

(被控訴人の主張 )

ア 控訴人主張の長 3封筒は、政務活動費収支報告書に添付する政務活動記

録簿 (広報紙の発行・発送等)の添付資料であ り、あくまで政務活動 目的

で郵送 した 「スプ リング」の封筒 として添付 したものであ り、後援会活動

目的分 も含む全ての 「スプ リング」を郵送するために使用 した封筒 として

添付 したものではない。相手方小泉は、控訴人主張の長 3封筒は専 ら政務

活動 目的で郵送する 「スプ リング」のためだけに使用 したものである。

イ 控訴人は、相手方小泉が携帯電話料金に 2分の 1の按分割合で政務活動

費を充当していることをもって、相手方小泉の政務活動事務所が政務活動

以外の活動に使用 されていたと主張するが、両者には何 らの関連性 もなく、

控訴人の上記主張は当た らない。

ウ 相手方小泉が切手代の 2分の 1に政務活動費を充当したのは、これ らの

切手を「スプ リング」の郵送のために使用 した ところ、「スプ リング」には

政務活動以外の記事 も含まれているため、本件手引の 「政党活動、後援会

活動他の活動の掲載がある場合は、掲載記事の割合等により按分する。」と

の運用方針に従って按分充当したものであ り、政務活動費の違法支出は認

められない。

工 相手方小泉は、相手方小泉の政務活動事務所を自身の奈良県議会議員選

挙のために使用 したことはあるが、その場合には政務活動費を使用実態に

応 じて按分充当してお り、政務活動費の違法支出はない。
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オ その他、控訴人は、様々は推測をもとにして相手方小泉の政務活動事務

所において政務活動以外の活動があったと主張するが、いずれ も抽象的な

推測の域を出ないものであ り、政務活動費の違法支出を裏付けるものでは

ない。

(7)相手方山村 らについて

(控訴人の主張 )

相手方山村 らが、会派事務所に派遣する職員について 日本共産党奈良県委

員会 との間で交わ した人材派遣の覚書では、当該職員の業務 として政党活動

に係 る業務、政務活動に係 る業務の 2つ の業務 しか定められていない。

本件手引では、政務活動費の充当が不適当な経費 として議員活動費を挙げ

ているが、その例 として、本会議、委員会、協議会、審議会等の活動、議員

派遣、その他の公務等項 目を示すのみにとどまっているため、議員活動費の

内容について不明なところがある。

他の自治体では、議員活動の内容等について具体的に説明 している事例が

いくつか存在する。例えば、高槻市は、政務活動費の概要において、「政務活

動費 となるもの」、「政務活動費 とはならないもの」 とに区分 し、後者につい

て、①本会議における議案等の審議及び代表質問や一般質問等、②法定の委

員会における付託案件等の審査及び所管事務の聴取、③法定の委員会の現地

調査、行政視察等、④全員協議会や代表者会議や議会だより編集委員会など

への出席などを挙げ、法律等で規定された議員活動は、これ らの前後に行わ

れることが多い政務活動 とは区別 され るとしている。また、会派内の打合せ

など会派の運営等に関する会議の出席は、議員 としての一般的な活動 として

政務活動 とは区別することを明記 している。なお、長浜市や会津若松市にお

いても、政務活動費の手引などにおいて議員活動の範囲と定義を示 している。

以上の考察か ら、職員には、政務活動 とはならない議員活動をサポー トする

業務が存在 していることが確認できる。
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そ うすると、相手方山村 らの会派事務所に派遣 されている職員の業務には、

政党活動に係 る業務、政務活動にかかわる業務に区分することができない業

務が存在 しているといえるから、当該職員の人件費に充当できる政務活動費

は 2分の 1を 限度 とせ ざるを得ない とい うべきである。

(被控訴人の主張 )

控訴人の主張内容は判然 としないが、相手方山村 らが所属する共産党議員

団と、職員 1名 の派遣元である共産党県委員会 との間では、当該職員の人件

費について、当該職員が従事する政務活動 と政党活動等 (政党活動に限定 さ

れていない。)を厳格に区別 し、共産党議員団が負担するのは政務活動分だけ

とされていた。

相手方山村 らは、その雇用する職員が政務活動に従事 した部分の給与全額

に政務活動費を充当したものであるか ら、何 ら違法支出とはいえない。

第 3 当裁判所の判断

1 主張立証責任の所在について

当審 も、原審同様、①住民において、政務活動費の充当が使途基準に合致せ

ず違法であるとして、県に対 して議員に対す る不当利得返還請求をすることを

求める場合には、当該支出が使途基準に合致 しないことを具体的に主張 し、立

証すべきであ り、②政務活動費か ら充当することが不適当と認められ るものに

当たると推認 される一般的外形的な事実が立証 されたときは、政務活動費か ら

の充当が適当と認められる特段の事情が主張立証 されない限 り、当該政務活動

費からの充当は不当利得に当たるとすべきであるとい う「一般的外形的な事実」

に格別の推認力を付与 したかのような一般的な前提を採用するのは相当でない

と判断するが、その理由は、原判決 「事実及び理由」欄の「第 3 当裁判所の判

断」の 1に記載のとお りであるか ら、これを引用する。

ただ し、原判決の文中の 「原告 ら」を 「控訴人」 と読み替える。以下同様。

2 本目手方松本について
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(1)当 裁判所 も、原審同様、相手方松本に関する控訴人の請求は理由がないも

のと判断するが、その理由は、後記(2)の とお り当審における当事者の補充主

張に対する判断を付加するほかは、原判決 「事実及び理由」欄の 「第 3 当

裁判所の判断」の 2に記載のとお りであるか ら、これを引用する。

(2)当 審における当事者の補充主張に対する判断

ア 控訴人は、相手方松本の政務活動事務所が入居 している建物には、相手

方松本の政務活動事務所のほかに、相手方松本の後援会事務所及び相手方

松本の配偶者が代表者を務める松本運送の事務所が入居 しているところ、

松本運送の職員 (従業員)は 17名 で、 うち女性は 1名 であ り、相手方松

本が政務活動の補助業務のために雇用 した女子職員が松本運送の業務に

従事 していないとすると、上記建物には松本運送の女子職員 と相手方松本

の政務活動事務所の女子職員の 2名 が配置 されていることになるが、この

ような配置は中小企業の経営では考えられない人員配置であるか ら、相手

方松本の政務活動事務所の女子職員は、松本運送の女子職員 と推認 され、

松本運送の業務にも従事 しているか ら、相手方松本の政務活動事務所の女

子職員の人件費 として、政務活動費か ら当該職員の給与の 4分の 1を超 え

て支出するのは違法であると主張する。

しか しなが ら、仮に、上記建物に松本運送の女子職員 と政務活動事務所

の女子職員の 2名 が配置 されていることが、中小企業の経営では考えられ

ない人員配置であるとしても、相手方松本の政務活動事務所は、松本運送

とは異な り、営利団体ではないのであるか ら、中小企業の経営の視点か ら

の上記指摘は当た らない上、証拠 (甲 1の 14015、 乙 1の 11・ 12)

及び弁論の全趣 旨によれば、相手方松本の政務活動事務所において政務活

動の補助業務のために雇用 した職員は田中育代 (以 下「田中」とい う。)と

い う女性職員であるところ、松本運送には、西上香 とい う、田中とは別の

女性職員が雇用 されていることが認められる。

17



したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

イ 控訴人は、上記建物に松本運送の女子職員 と相手方松本の政務活動事務

所の女子職員の 2名 が配置 されているとしても、相手方松本の政務活動事

務所の電気代は、松本運送からの請求により松本運送に支払われていると

ころ、その際の松本運送作成名義の請求書及び領収証 (甲 1の 19・ 21)

の宛先欄の 「松本宗弘事務所」の筆跡は、相手方松本の政務活動事務所の

女子職員が相手方松本の政務活動事務所か ら給与の支払を受けた際に作

成 した領収証 (甲 1の 20・ 22)の 宛先欄の 「松本宗弘事務所」の筆跡

と同一であるか ら、相手方松本の政務活動事務所の女性職員は、松本運送

の業務にも従事 していたといえると主張する。

確かに、証拠 (甲 1の 19・ 21)及 び弁論の全趣 旨によれば、相手方

松本の政務活動事務所の電気代は、松本運送からの請求により松本運送に

支払われているところ、相手方松本の政務活動事務所の平成 31年 2月 分

の電気代に関する松本運送作成名義の請求書 (甲 1の 19)及 び同年 3月

分の電気代に関する松本運送作成名義の領収証 (甲 1の 21)の 宛先欄の

'「松本宗弘事務所」を含む手書部分は、相手方松本の政務活動事務所の職

員である田中が記入 したものであることが認められる。

しか しなが ら、相手方松本は、相手方松本の政務活動事務所の職員であ

る田中が上記請求書及び領収証の宛先欄の 「松本宗弘事務所」を含む手書

部分を記入するに至った経緯について、奈良県議会事務局長に対 し、前記

第 2の 3の (1)の (被控訴人の主張)のイのとお り説明 していることが認め

られる (乙 1の 15)と ころ、証拠 (甲 1の 9014015、 乙 1の 11・

14)に よれば、田中は平成 30年から相手方松本の政務活動事務所に雇

用 されているが、相手方松本の政務活動事務所の平成 30年 12月 分まで

の電気代に関する松本運送作成名義の請求書及び領収証の宛先欄の 「松本

宗弘事務所」を含む手書部分は、田中が記入 したものではなく、松本運送
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の職員が記入 したものであ り、田中が相手方松本の政務活動事務所の電気

代に関する松本運送作成名義の請求書及び領収証の宛先欄の 「松本宗弘事

務所」を含む手書部分を記入するようになったのは、平成 31年 1月 分以

降であることが認められる。

かかる事実は、田中が、当初、松本運送側に依頼 し、電気代の請求書及

び領収証を作成 してもらっていたが、相手方松本の政務活動事務所 として

は、松本運送への電気代の支払に関 し松本運送作成名義の請求書及び領収

書が必要であったものの、松本運送 としては、相手方松本の政務活動事務

所か らの電気代の支払に関 し松本運送作成名義の請求書及び領収書を作

成する必要はなかったため、途中から、松本運送側に依頼することを遠慮

し、電気代について平成 31年 1月 分か ら、あらか じめ請求書及び領収証

の用紙 (松本運送の記名印 0社印を押捺 したもの)を預か り、これを用い

て、田中において宛先、 日付、金額及び但書の各手書部分を記入するよう

になったとの上記説明によく整合するものであるから、上記説明の信用性

を否定 し、相手方松本の政務活動事務所の女性職員が、松本運送の業務に

1も 従事 していた認定することは困難である。

これに対 し、控訴人は、松本運送が、株式会社である以上、商法関係規

則及び企業会計原則に基づいて会計処理をす る必要があるから、請求書や

領収証の発行は会社 として必要な行為であ り、専 ら相手方政務活動事務所

のために必要なものとはいえないと主張する。

しか しなが ら、商法関係規則及び企業会計原則に基づいて会計処理をす

るためには、請求書や領収証を発行することが望ま しいとはいえ、請求書

や領収証を発行 しなければ、上記の会計処理ができないと認めるに足る証

拠はないか ら、控訴人の上記主張は採用することができない。

したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

ウ なお、証拠 (乙 1の 708・ 10)に よれば、相手方松本が政務活動の
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補助業務のために雇用 した職員である田中の国民年金保険料は、田中が自

分で納付 してお り、松本運送が田中に支給する給与か ら控除 して納付 して

いるものではないことが認められる。

3 相手方井岡について

(1)当 裁判所 も、原審同様、控訴人の①相手方井岡のホームページ上の行動 日

記の上記掲載文言か ら、相手方井岡の政務活動事務所における政務活動以外

の活動が推認できる、②相手方井岡の平成 30年度事務所状況報告書 (甲 2

の 3)の 「所在地」欄に 「1棟借 り」 と記載 されてお り、この政務活動事務

所 と同 じ建物の 1階には後援会事務所があることか ら、建物 1棟全体の家賃

を合理的に接分 して算定すべきであるとの各主張は理由がないものと判断す

るが、その理由は、後記(2)の とお り当審における当事者の補充主張に対する

判断を付加するほかは、原判決 「事実及び理由」欄の 「第 3 当裁判所の判

断」の 3(1)及 び(2)ア 、イに記載のとお りであるか ら、これを引用する。

(2)当 審における当事者の補充主張 (原判決 「事実及び理由」欄の 「第 2 事

案の概要」の 4(2)アリの主張も含む。)に対する判断

ア 1証
拠 (甲 2の 2、 乙共 3)に よれば、平成 30年度における相手方井岡

の政務活動事務所 (3階建ての建物の 2階部分 38.525ポ と3階部分

20.327ポ )の賃料は月額 10万 2000円 (う ち共益費 2000円 )

で、ポ当た りの単価は月額 1733円 であるのに対 し、同 じ建物の 1階に

所在する相手方井岡の後援会事務所 (23.15ぽ )の ぶ当た りの単価は

月額 1554円 であることが認められ、相手方井岡の政務活動事務所の賃

料のポ当た りの単価が、相手方井岡の後援会事務所の賃料のポ当た りの単

価を上回つているところ、控訴人は、 3階部分に 1、 2階部分 と同等の価

値があるとはいえないから、相手方井岡の政務活動事務所の賃料である月

額 10万 2000円 の金額は、相手方井岡の後援会事務所の賃料に比 して

不相当に高額であると主張する。

一
１
４

ヽ

20



イ そこで検討するに、証拠 (甲 2の 8・ 9016)及 び弁論の全趣 旨によ

れば、相手方井岡の政務活動事務所は、建物の 2階部分 38.525ぶ と

3階部分 20.327ポ か らなるところ、建物の外観は 2階建てであ り、

3階 といわれている部分は屋根裏の三角形の空間であることが認 められ、

屋根裏の三角形の空間であることか らすると、 3階 といわれている部分は、

その用途が物置などに制約 され、一般的な事務所スペースとは異なるもの

と認めるのが相当である。

これに対 し、被控訴人は、上記建物は 3階建ての建物 として登記 されて

いるか ら、 3階部分は屋根裏部屋ではない と主張するところ、証拠 (乙 2

の 4)に よれば、上記建物は 3階建ての建物 として登記 されていることが

認められるが、 3階建ての建物 として登記 されているからといって、直ち

に 3階部分が屋根裏部屋でないと認めることはできないから、被控訴人の

上記主張は採用することができない。

ウ そ うすると、その用途が物置などに制約 される相手方井岡の政務活動事

務所の賃料のポ当た りの単価が、一般的な事務所スペースである相手方井

岡の後援会事務所の賃料の

“

当た りの単価を上回ることは、特段の事情が

ない限 り、想定 し難いとい うべきところ、控訴人から指摘 された後 も本件

において上記特段の事情についての主張立証はない。

したがって、少なくとも、相手方井岡の政務活動事務所の賃料について、

相手方井岡の後援会事務所の賃料のだ当た りの単価 を上回る部分は不相

当であ り、相手方井岡において政務活動事務所の賃料を恣意的に高 くして

政務活動費を充てようとしたものと推認せ ざるを得ない。

そ うすると、相手方井岡が相手方井岡の政務活動事務所の賃料に充当し

た政務活動費 (122万 2000円 )の うち、(1733円 -1554円 )

× (38.525ポ +20.327ポ )× 12か月≒ 12万 6414円 に

充当した部分は不適法 とするのが相当である。
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工 以上によれば、奈良県は相手方井岡に対 し12万 6414円 の不当利得

返還請求権を有 していることとなる。

4 本目手方藤野について

(1)当 裁判所 も、原審同様、相手方藤野に関する控訴人の請求は理由がないも

のと判断するが、その理由は、後記(2)の とお り当審における当事者の補充主

張に対する判断を付加するほかは、原判決 「事実及び理由」欄の 「第 3 当

裁判所の判断」の 4に記載のとお りであるか ら、これを引用する。ただ し、

原判決を次のとお り補正する。

ア 原判決 32頁 14行 目の 「相手方」の次に 「藤野」を加 える。

イ 原判決 33頁 12行 日の 「奈良県議会事務局が」を 「奈良県議会事務局

が、当該運用指針について、」と改め、21行 日の「賃料全額」の次に「(た

だ し、平成 31年 3月 29日 から同月 31日 までの奈良県議会議員選挙の

選挙期間については、政務活動事務所の使用実態に応 じて政務活動費を按

分充当。)」 を加 える。

(2)当 審における当事者の補充主張に対する判断

アl控訴人は、相手方藤野が発行 した広報紙には、政務活動に関する記事 と

政務活動以外に関する記事が混然一体 とした内容になってお り、政党活動

と政務活動を区別できず、相手方藤野は、民進党の奈良県代表 として、民

進党の政党活動の記事及び相手方藤野の政務活動の記事 を含んだ上記広

報紙を自らの名で発行 し、自らの政務活動事務所を連絡先 として記載 して

いる以上、上記広報紙は、政務活動以外に関する記事 も含めてその全部が

相手方藤野の政務活動事務所か ら発行 された とみるのが 自然であると主

張する。

しか しなが ら、証拠 (甲 3の.4)に よれば、上記広報紙の v01.68

には、「ふ じのREPORT 県政 レポー トv01.68」 、「ふ じの良次政

務活動事務所」 との記載があ り、相手方藤野の政務活動事務所の住所、電
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話番号、FAX番 号の記載 もあるが、同じ広報紙には、「民進 Minsh

in Press 号外 2018年 4月 号」、「民進党 民進プ レス編集部」

とも記載 され、その住所、電話番号、メールア ドレスなども記載 されてい

るのであるから、上記広報紙が、政務活動以外に関する記事も含めてその

全部が相手方藤野の政務活動事務所か ら発行 された とみるのが 自然であ

るとまではいえず、控訴人の上記主張は採用することができない。

イ 控訴人は、印刷 された上記広報紙は相手方藤野の政務活動事務所に納品

されているから、届けられた上記広報紙は、相手方藤野の政務活動事務所

において、政務活動向け、後援会活動向けに整理分類 され配布 されたと推

認でき、相手方藤野の政務活動事務所で発送の管理・作業を行っているこ

とが明らかであると主張する。

確かに、証拠 (甲 3の 10)に よれば、上記広報紙の v01.80は 2

000部 が印刷 され、その全部が相手方藤野の政務活動事務所に納品され

ていることが認められる。

しか しながら、証拠 (乙 3の 2)に よれば、相手方藤野は、上記広報紙

の発送について、政務活動 目的で発送する場合は相手方藤野の政務活動事

務所から行い、政党活動 目的で発送する場合には民進党奈良県総本部ない

し国民民主党奈良県総本部の事務所か ら行 っていた旨説明 していること

が認められるところ、上記説明の信用性を否定できるだけの証拠はないか

ら、上記広報紙の v01.80は 2000部 が印刷 され、その全部が相手

方藤野の政務活動事務所に納品されているとの事実をもって、上記広報紙

の v01.80の 全部が相手方藤野の政務活動事務所から発送 された、す

なわち、政党活動 目的で発送するものも相手方藤野の政務活動事務所か ら

発送 されたと認定することは困難であ り、控訴人の上記主張は採用するこ

とができない。

ウ 控訴人は、上記広報紙には、相手方藤野の政務活動事務所の所在地、電
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話番号及びFAX番 号が記載 されているか ら、上記広報紙を読んだ者が民

進党に関する記事について意見や問合せをするなら、相手方藤野の政務活

動事務所であ り、そのような意見の聴取や問合せへの応答は、政務活動で

はなく、政党活動の一環であると主張する。

しか しなが ら、先に認定 したとお り、上記広報紙には、「民進 Mins

hin Press 号外 2018年 4月 号」、「民進党 民進プ レス編集

部」 とも記載 され、その住所、電話番号、メールア ドレスなども記載 され

ているのであるか ら、上記広報紙を読んだ者が民進党に関する記事につい

て意見や問合せ を相手方藤野の政務活動事務所 にす るとは直ちにいえな

い し、仮に、相手方藤野の政務活動事務所に意見や問合せがあったとして

も、そのことをもって、相手方藤野の政務活動事務所において政務活動以

外の活動が行われた と推認することもできないから、控訴人の上記主張は

採用することができない。

工 控訴人は、相手方藤野が、相手方藤野の政務活動事務所を、平成 31年

度選挙の選挙事務所 として使用 してお り、相手方藤野の政務活動事務所は

'政務活動、政治活動、政党活動の拠点 としての外形を有 しているか ら、政

務活動専用事務所 とする合理的な根拠に欠けると主張する。

確かに、証拠 (乙 3の 2)に よれば、相手方藤野は、相手方藤野の政務

活動事務所を選挙期間中 (平成 31年 3月 29日 から同月 31日 まで)に

選挙事務所 として使用 したことが認められるが、政務活動事務所を選挙期

間中に選挙事務所 として使用 したか らといって、それ以外の期間について、

政務活動事務所を政務活動、政治活動、政党活動の拠点 として利用 してい

たことが推認 されるものではないか ら、控訴人の上記主張は採用すること

ができない。

なお、証拠 (乙 3の 1の 27枚 日、乙 3の 2)に よれば、相手方藤野は、

上記選挙期間中に相 当す る事務所賃料には政務活動費を充当 していない
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ことが認められる。

5 本目手方岩 田について

(1)当 裁判所も、原審同様、相手方岩 田に関する控訴人の請求は理由がないも

のと判断するが、その理由は、後記(2)の とお り当審における当事者の補充主

張に対する判断を付加するほかは、原判決 「事実及び理由」欄の 「第 3 当

裁判所の判断」の 8に記載のとお りであるか ら、これを引用する。ただ し、

原判決 41頁 16行 日の 「岩 田しのぶ」の次に 「であること」を加 える。

(2)当 審における当事者の補充主張に対する判断

ア(月 本件手引においては、① 自己所有物及び配偶者又は 3親等以内の親族、

又は同一生計者の所有物件の賃料ない し使用料、分担金の支出への充当

は認めない、②また、議員若 しくは同一生計者が代表・役員等を務める

法人の所有物件への充当は認めない、③ただ し、当該法人が不動産の賃

貸を業 としている法人に該 当す るものについてはこの限 りではない と

定められてお り、相手方岩 田の政務活動事務所は、相手方岩 田の配偶者

である岩 田しのぶが代表取締役 を務める法人である真規の所有物件で

|あって上記②に該当するため、原則、事務所賃料への政務活動費の充当

は認められないが、真規は不動産の賃貸を業としている法人であって上

記③に該当するため、例外として、事務所賃料への政務活動費の充当は

認められていたと解されるところ、控訴人は、地方自治法 100条 14

項、15項は、政務活動費が議員の調査研究その他の活動に資するため

必要な経費に充当されることを予定したものであるが、当該法人が不動

産の賃貸を業としている法人に該当するからといって、同一生計者が代

表 0役員等を務める法人の所有物件に経費として賃料が発生することに

なるものではないから、上記③は関係法令に違反する旨主張する。

m そこで検討するに、上記②において、政務活動事務所が議員の同一生

計者が代表・役員等を務める法人の所有物件である場合に政務活動費の
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充当が認められていないのは、議員の同一生計者が代表・役員等を務め

る法人からその所有物件を事務所 として賃借する場合には、現実に事務

所賃料が発生 していることに疑義が生 じるためであると解 され るか ら、

現実に事務所賃料が発生 していると判断できるときには、事務所賃料ヘ

の政務活動費の充当を認めて差 し支えない といえ、上記③ も、現実に事

務所賃料が発生 していると判断できる場合 を例外 として挙げたもの と

いえるか ら (なお、本件手引に「「不動産の賃貸を業 とする法人」とは、

当該法人の登記の 目的欄に不動産の賃貸 と記載 され会計処理が適切に

行われていることが必要である。」 とされていること (前記関係法令等

の定め(4)ア (イ))か らすると、上記③が現実に事務所賃料が発生 している

と判断できる場合を例外 として挙げたものと認めることができる。)、 上

記③自体が、政務活動費が議員の調査研究その他の活動に資するため必

要な経費に充当されることを予定した関係法令に違反するとはいえな

なお、控訴人の援用する大阪市会の 「政務活動費の手引き」において

も、「議員若 しくは生計を一に している親族が法人の代表者・役員等の

地位にあ り、その法人か ら事務所を賃借 し、賃借料を支払 う場合には、

当該法人に独立 した法人格を認めることに疑義がある (自 己若 しくは生

計を一にしている親族への支払いと同視すべきである)【 ※】と判断さ

れる時は、政務活動費を充当することはできません。 ※「当該法人に

独立した法人格を認めることに疑義がある」とは、法人と個人 (代表者

等)の間の財産の混同、明確な会計区分の欠如など法人が実質的に個人

と同一視される場合などです。」と定められており (顕著な事実)、 議員

の同一生計者が代表・役員等を務める法人からその所有物件を事務所と

して賃借する場合に事務所賃料への政務活動費の充当を一律に否定し

ているものではない。
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イ(ア)控訴人は、相手方岩 田の政務活動事務所の賃貸人である真規は、相手

方岩 田と生計を一にす る配偶者及びその子女が 100%の 株式を有す

る会社であるか ら、相手方岩 田の政務活動事務所に経費 として賃料が発

生すること自体考えにくい と主張する。

しか しなが ら、証拠 (甲 8の 6・ 7)に よれば、真規が、不動産賃貸

を目的 とし、売上高も平均 して 2億円を維持 している会社であることが

認められ、これ らの事情に照 らす と、真規が相手方岩 田と生計を一にす

る配偶者及びその子女が 100%の 株式を有する会社であるか らといっ

て、相手方岩 田の政務活動事務所に経費 として賃料が発生すること自体

が考えにくいとまではいえないか ら、控訴人の上記主張は採用す ること

ができない。

И 控訴人は、真規は、売上高は平均 して 2億円を維持 しているが、利益

面では平成 29年度に 「17.3百 万円」を出 しているものの、その後

の平成 30年度、平成 31年 (令和元年)度は利益の数字がないような

状況が続いているのであるから、相手方岩 田の政務活動事務所の賃料が

)相手方岩 田の生計 (利益)に直接結びつ く関係にあるといえると主張す

る。

確かに、証拠 (甲 8の 7)に よれば、帝国データバンク企業情報には、

真規の業績データとして、平成 26年 (2014年 )7月 決算期の 「利

益金 (千 円)」 欄には 「36、 136」 、平成 27年 (2015年 )7月

決算期の 「利益金 (千 円)」 欄には 「20、 000」 、平成 28年 (20

16年)7月 決算期の 「利益金 (千 円)」 欄には 「25、 000」 、平成

29年 (2017年 )7月 決算期の 「利益金 (千 円)」 欄には「17、 3

38」 と記載 されているものの、平成 30年 (2018年 )7月 決算期

の「利益金 (千 円)」 欄及び令和元年 (2019年 )7月 決算期の「利益

金 (千 円)」 欄は空欄であることが認められる。
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しか しなが ら、平成 30年 (2018年 )7月 決算期及び令和元年 (2

019年 )7月 決算期の決算書の有無を記載する 「決算書」欄には、い

ずれ も「無」 と記載 されていることも認められ、これ らのことか らする

と、平成 30年 (2018年 )7月 決算期の「利益金 (千 円)」 欄及び令

和元年 (2019年 )7月 決算期の 「利益金 (千 円)」 欄が空欄であるこ

とが、真規に平成 30年度、平成 31年 (令和元年)度に利益がなかっ

たことを直ちに意味するものとはいえない。

そ して、他に真規に平成 30年度、平成 31年 (令和元年)度に利益

がなかったことを認めるに足 りる証拠 もないか ら、相手方岩 田の政務活

動事務所の賃料が相手方岩 田の生計 (利益)に直接結びつ く関係にある

といえるとの控訴人の上記主張は採用することができない。

6 本目手方粒谷について

(1)当 裁判所 も、原審同様、相手方粒谷に関する控訴人の請求は理由がないも

のと判断するが、その理由は、後記(2)の とお り当審における当事者の補充主

張に対する判断を付加するほかは、原判決 「事実及び理由」欄の 「第 3 当

裁判所の判断」 10に記載のとお りであるから、これを引用する。ただ し、

原判決 45頁 2行 日の 「乙 10の 2」 を 「乙 10の 102」 と改める。

(2)当 審における当事者の補充主張に対する判断

ア 控訴人は、政務活動事務所 と後援会事務所を別に設けることの不合理性

に加え、相手方粒谷の政務活動事務所が平成 31年度の奈良県議会議員選

挙において選挙事務所として使用されていたことや、後援会事務所とされ

ている自宅には、後援会事務所としての使用実態をうかがわせる外形がな

いことを踏まえれば、相手方粒谷は、相手方粒谷の政務活動事務所におい

て政務活動以外の活動も行っていたというのが実態であると主張する。

しかしながら、後援会事務所としてどの程度の規模や設備が必要かは、

後援会活動としてどのような活動を想定しているかという、それぞれの議
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員の考え方次第であるか ら、仮に、後援会事務所が議員の自宅であって、

事務所 としての設備が格別備えられていなかつたとしても、それだけでは、

後援会活動が政務活動事務所で行われていると推認することはできない。

また、政務活動事務所 と後援会事務所 とでは、その果たす役割が異なる

ことから、事務の混乱等を避けるために、政務活動事務所 と後援会事務所

とを別に設けるとの考え方 もあ り得、特に後援会事務所が議員の自宅であ

る場合には、政務活動事務所 と別に後援会事務所を設けることによる経済

的負担 もないのであるから、政務活動事務所 とは別に後援会事務所を設け

ることが直ちに不合理 ともいえない。

さらに、証拠 (乙 10の 4)に よれば、相手方粒谷は、相手方粒谷の政

務活動事務所を、平成 31年 3月 1日 か ら同月 31日 まで、政務活動のほ

か平成 31年度の奈良県議会議員の選挙の準備や選挙活動のために使用

したことが認められるが、政務活動事務所を平成 31年 3月 1日 か ら同月

31日 まで選挙の準備や選挙活動のために使用 したか らといつて、それ以

外の期間について、政務活動事務所を政務活動、政治活動、政党活動の拠

点 として利用 していたことが推認 されるものではないか ら、控訴人の上記

主張は採用することができない。

なお、証拠 (乙 loの 1◆ 4)に よれば、相手方粒谷は、上記平成 31
年 3月 分の事務所賃料には政務活動費 を充当 していないことが認め られ

る

イ 控訴人は、相手方粒谷が、相手方粒谷の政務活動事務所において、政務

活動以外の用件の電話を携帯電話で受けた り、政務活動以外の用件の電話

を携帯電話でかけているのであ り、相手方粒谷の政務活動事務所は政務活

動以外の活動にも利用 されているといえるか ら、相手方粒谷の政務活動事

務所の賃料についての政務活動費か らの支出の うち 2分の 1は違法支出

であると主張する。
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しか しなが ら、相手方粒谷が、相手方粒谷の政務活動事務所において、

政務活動以外の用件の電話を携帯電話で受けた り、政務活動以外の用件の

電話を携帯電話でかけているとしても、そのことによって、相手方粒谷の

政務活動事務所が政務活動以外の活動にも利用 されていることになるわ

けではないか ら、控訴人の上記主張は採用することができない。

7 相手方小泉について

(1)認定事実

原判決 「事実及び理由」欄の 「第 3 当裁判所の判断」の 11(1)に記載の

とお りであるか ら、これを引用する。ただ し、原判決 46頁 21行 日の末尾

を改行 して次を加える。

「工 上記広報紙は、政務活動 目的で発送 されたほか、後援会活動 目的でも

発送 された。

オ 相手方小泉が政務活動費収支報告書に添付 して提出した 「政務活動記

録 (広報紙の発行・発送等 )」 には、平成 31年 1月 に、上記広報紙を 1

万部印刷するととともに、長 3封筒を 1万枚制作 した旨記載 され、上記

1広
報紙を封入 して発送 した封筒 として、差出人「奈良県議会議員 小泉米

造事務所」の住所 として相手方小泉の政務活動事務所の住所のみが記載

され、相手方小泉の後援会事務所の住所は記載 されていない長 3封筒 (以

下 「本件封筒」 とい う。)が添付 されていた (甲 11の 6・ 12)。 」

(2)判断

ア 補正 して引用 した原判決「事実及び理由」欄の「第 3 当裁判所の判断」

の 11(1)の認定事実 (以 下「前記認定事実」とい う。)ゥ によれば、相手方

小泉が発行 している上記広報紙は、政務活動 目的で発送 されたほか、後援

会活動 目的でも発送 されているところ、前記認定事実工によれば、上記広

報紙が 1万部印刷 されるのと同時に、差出人 「奈良県議会議員 小泉米造

事務所」の住所 として相手方小泉の政務活動事務所の住所のみが記載 され、
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相手方小泉の後援会事務所の住所は記載 されていない本件封筒 も 1万枚制

作 されているのであるから、上記広報紙は、政務活動 目的で発送 されたも

のだけでなく、後援会活動 目的で発送 されたものも、本件封筒に封入 され

て発送 されたものと認めるのが相当である。

これに対 し、被控訴人は、相手方小泉においては、差出人 「奈良県議会

議員 小泉米造事務所」の住所 として相手方小泉の政務活動事務所の住所

のみが記載 され、相手方小泉の後援会事務所の住所は記載 されていない本

件封筒は政務活動 目的で発送する上記広報紙のためだけに使用 してお り、

あくまで政務活動 目的で発送 した上記広報紙の封筒 として政務活動費収

支報告書に添付 された「政務活動記録簿 (広報紙の発行・発送等 )」 に本件

封筒を添付 したものであ り、後援会活動 目的分 も含む全ての上記広報紙を

郵送するために使用 した封筒 として添付 したものではないと主張する。

しか しながら、上記広報紙が 1万部印刷 されるのと同時に、差出人 「奈

良県議会議員 小泉米造事務所」の住所 として相手方小泉の政務活動事務

所の住所のみが記載 され、相手方小泉の後援会事務所の住所は記載 されて

いない本件封筒 も、上記広報紙 と同数の 1万枚制作 されていることに照 ら

す と、本件封筒を使用 して発送 されたのが政務活動 目的で発送 されたもの

のみであるとは到底解 し得ないから、被控訴人の上記主張は採用すること

ができない。

イ 差出人 「奈良県議会議員 小泉米造事務所」の住所 として相手方小泉の

政務活動事務所の住所のみが記載 され、相手方小泉の後援会事務所の住所

は記載 されていない本件封筒で発送 されていることか らすると、後援会活

動 目的分 も含む全ての上記広報紙が、相手方小泉の政務活動事務所におい

て発送 されたものと推認することができる。

そ うすると、その余の点について検討するまでもなく、相手方小泉の政

務活動事務所は、政務活動以外の活動にも利用 されていることとなるか ら、
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政務活動専用事務所ではなく、併用型事務所であるとい うべきである。

ウ 本件手引によると、併用型事務所である場合には、事務所賃料を政務活

動の使用時間又は使用面積等の使用実態に応 じて按分 して政務活動費を

充当する (時間で按分する場合の按分割合 (%)=政 務活動の使用時間/

政務活動の使用時間十政務活動以外の使用時間、面積で接分する場合の按

分割合 (%)=政 務活動の使用面積/政務活動の使用面積十政務活動以外

の使用面積)こ ととされているところ (前記関係法令等の定め(4)ア (ウ))、 本

件においては、政務活動の使用時間と政務活動以外の使用時間を合算 した

使用時間の中で政務活動の使用時間が占める割合についても、政務活動の

使用面積 と政務活動以外の使用面積 を合算 した使用面積の中で政務活動

の使用面積が占める割合についても主張立証はないか ら、上記割合は 2分

の 1と 推認するのが相当である。

そ うすると、相手方小泉の政務活動事務所の事務所賃料 (年間 68万 3

564円 )については、その 2分の 1を超えて政務活動費を充当すること

はできないこととなる。

工 1本件手引によると、事務所賃料に政務活動費が按分 して充当される場合

には、駐車場代についても、事務所賃料 と同率で按分 して政務活動費が充

当されるべきこととなるか ら (前記関係法令等の定め(4)ア国 )、 相手方小泉

の政務活動事務所の駐車場代 (年間 41万 3688円 )については、その

2分の 1を超えて政務活動費を充当することはできないこととなる。

オ 以上によれば、奈良県は相手方小泉に対 し54万 8626円 の不当利得

返還請求権を有 していることとなる。

8 相手方山村 らについて

(1)当 裁判所 も、原審同様、相手方山村 らに関する控訴人の請求は理由がない

ものと判断するが、その理由は、後記(2)の とお り当審における当事者の補充

主張に対する判断を付加するほかは、原判決「事実及び理由」欄の「第 3 当
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裁判所の判断」の 12に記載のとお りであるから、これを引用する。

ただ し、原判決 49頁 21行 日の 「業務」か ら24行 日末尾までを 「業務

であ り (乙 12の 16)、 議員 自身については、県議会での活動に付随する活

動 (県議会における質問の事前準備)と して、公費で費用弁償 されている議

員活動 とみる余地があるとしても、上記の事前準備を補助する職員の人件費

まで公費で費用弁償 されているものではなく、上記の事前準備を補助する職

員の人件費に政務活動費を充当した としても、公費が二重に支出されること

になるものではないか ら、政務活動費の充当が許 されるとい うべきである (な

お、政務活動費の充当が不適当な経費の一つ として 「議員活動の経費」が挙

げられている趣 旨は、前記のとお り、これ らの活動に関 しては公費で費用弁

償 されているため、政務活動費による更なる支出は避けるべきであるとい う

ものであると考えられ る。)。 」 と改める。

(2)当 審における当事者の補充主張に対する判断

控訴人は、共産党議員団 と共産党県委員会 との間で交わされた事務局職員

の出向に関する覚書 (甲 12の 2)において、当該職員の業務 として政党活

動に係 る業務 と政務活動に係 る業務の 2つ の業務 しか定められていないこと

を前提に、現実には、当該職員の業務 として、政務活動 とはならない議員活

動をサポー トする業務が存在 し、この業務は、政党活動に係 る業務にも、政

務活動に係 る業務にも区分することができないか ら、当該職員の人件費に充

当できる政務活動費は 2分の 1を 限度 とせ ざるを得ないと主張する。

しか しなが ら、上記覚書 (なお、覚書中では、共産党県委員会が 「甲」、共

産党議員団が 「乙」 と記載 されている。)に は、「出向者の賃金及び賞与は、

甲の規定により、甲が出向者に対 し直接支給 し、乙は甲に対 し出向者の基本

給及び諸手当相当分を負担するものとする。ただ し乙が負担する額は、出向

者が県会議員団の事務局員 として従事する政務活動 と政党活動等の活動 とを

厳格に区別 し、出向者が従事 した政務調査活動に係 る実費について負担する
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ものとする。」とされてお り、共産党議員団に派遣 される職員の業務は、政務

活動に係 る業務 と政党活動等の活動に係 る業務、すなわち、政務活動に係 る

業務 と政務活動以外の活動に係 る業務に区分 されているのであって、政党活

動に係 る業務 と政務活動に係 る業務に区分 されているのではないか ら、控訴

人の上記主張は、その前提を欠 くものであって失当である。

9 以上によれば、控訴人の請求は、被控訴人に対 し、本判決別紙 「請求相手方

別請求金額一覧表(1)」 の「相手方」欄記載の各相手方に対 し、同表の「請求金額」

欄記載の金員及びこれに対す る平成 31年 4月 1日 か ら支払済みまで年 5分の

割合による金員を支払 うよう請求することを求める限度で理由があるか らこれ

を認容 し、その余は理由がないか ら棄却すべきであるか ら、控訴人の請求を全

部棄去,し た原判決は相当でなく、本件控訴は一部理由がある。

そ うすると、原判決中、本判決別紙「請求相手方別請求金額一覧表(1)」 の「相

手方」欄記載の各相手方に対 し、同表の「請求金額」欄記載の金員及びこれに対

する平成 31年 4月 1日 か ら支払済みまで年 5分の割合による金員を支払 うよ

う請求することを求める請求を棄却 した部分を取 り消 した上、上記の とお り支

払 うことを請求することを被控訴人に命 じるとともに、控訴人のその余の控訴

を棄却すべきである。

なお、原判決別紙 「請求相手方別請求金額一覧表」の 「番号 3 本目手方藤野

良次」の「事務所費」欄に「442、 742」 とあるのが「446、 371」 の、

「請求金額」欄に「630、 242」 とあるのが「633、 871」 のそれぞれ

誤 りであることが、原判決別紙主張整理表の「番号 3 相手方藤野良次」の「事

務所費」に関する記載内容から明白であるか ら、民訴法 257条 により、原判決

別紙「請求相手方別請求金額一覧表」の「番号 3 本目手方藤野良次」の「事務所

費」欄に 「442、 742」 とあるのを 「446、 371」 と、「請求金額」欄

に「630、 242」 とあるのを「6‐ 33、 871」 とそれぞれ更正 し、その旨

を明らかにすることとする。
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よって、主文のとお り判決する。

大阪高等裁判所第 4民事部

裁判長裁判官

裁判官

裁判官

水 野 有 子

大 西 忠 重

大 野 祐 輔
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別紙

請求相手方別請求金額一覧表(1)

番号 相手方 事務所費 人件費 請求金額 備考

2 井岡正徳 126,414 126,414

11 小泉米造 548,626 548,626
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番号 相手方 事務所費 人件費 請求金額 備考

1 松本宗弘 495,000 495,000

2 井岡正徳 1,122,000 1,122,000

3 藤野良次 446,371 187,500 633,871

8 岩田国夫 600,000 600,000

10 粒谷友示 594,000 594,000

11 小泉米造 548,626 548,626

12

共産党議員5名
(山 村幸穂,今井光
子,宮本次郎,小
林照代,大田敦 )

2,576,250 2,576,250
平成28年度分から平

成30年度分まで

別紙

請求相手方別請求金額一覧表(2)

単位 :円
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19ウ Z00-0乙 (軍)酎¥

これは正本である。

6-fn +Fz f 1 3 E

大阪高等裁判所第 4民事部

裁判所書記官  1西  尾

大5反 (書:)20-002463


